
♦♦♦ 田尻司法書士事務所通信 ♦♦♦ 

（2011 年９月号 VOL．８） 

 

「 - 借換えの登記費用について - 」 

 
借換えの登記費用のお見積りをする際にお知らせいただきたい３つの事項です。 

  わからない事項があっても結構です。いつでもお気軽にお尋ねください。 
 
   ① 設定する抵当権又は根抵当権の内容 
    （ 債権額 OR 極度額、債務者は個人か法人か、不動産の数など ） 
    ② 抹消する抵当権又は根抵当権の内容（ 不動産の数など ） 
   ③ 不動産所有者の住所氏名変更の有無 
 
     ※ ①②は不動産の謄本（共同担保目録付）をＦＡＸいただければ､ 

間違いがないと思われます。 
     
 
 
 
今月の一言 
 ｂｙ平井 
 

＊＊＊ 田尻司法書士事務所 ＊＊＊ 
「謄本取得のご依頼にも、迅速に対応いたします」 
不動産登記・相続・遺言・会社法人登記・成年後見・ 

裁判所提出書類作成・簡裁代理 
京都市西京区山田四ノ坪町１番地６（西京区役所西入すぐ） 

ＴＥＬ：０７５－３９３－１５５０  
ＦＡＸ：０７５－３９３－１５６８ 

『 事務所メインＵＲＬ：http://ts-shihoushoshi.com/ 』 
『 相続・遺言専門ＵＲＬ：http://ts-yuigon-souzoku.com/ 』 

 代表 司法書士  田尻世津子 
             司法書士  新川 元貴（行政書士、AFP） 

    司法書士  平井  亘 
      スタッフ  野﨑、森、吉岡 

迅速に対応させていただきますので、借換えの案件があれば、ぜひよろしく 
お願い致します。 
まだまだ暑さが厳しいですが、くれぐれもご自愛ください。 


